
　所在地　〒440-0027　豊橋市多米中町１丁目6-1 e-mai　:　toyou@tees.jp

　☎・fax：0532-61-7741 URL　：　http://www.tees.ne.jp/~toyou/

開 館 時 間 　　○　午前９時～午後９時　

休　館　日 　　○　月曜日 　  　○　年末・年始　（12月29日～1月3日）

9：00～12：00
13：00～16：00

17：00～21：00
 全日

9：00～21：00

1階

１階 44畳 ８０人 ９８０円 １，３８０円 ３，３４０円 座卓，座卓用椅子，座布団

２階 57㎡ ３５人 ５９０円 ７９０円 １，９７０円 会議机　椅子　電子ピアノ

２階 336㎡ １８０人 １，９８０円 ２，５７０円 ６，５３０円 グランドピアノ,演壇,卓球台など

使用申請と使用料徴収

利用のきまり

　※ 詳しくは生涯学習課発行の「生涯学習センター利用の手引き」を参照ください。

裏面もご覧ください

Ｒ６．４．１現在

【予約の優先順】
※　早く「使用申請書」を提出していただいたグループの予約が優先です。
※　申請日初日の９時にお並びいただいているグループは平等に扱います。
※　長年，利用いただいているグループ優先ではありませんので，ご了承ください。
※　自治会等の「減免団体」等は別扱いです（最優先されます）。

和 室

会 議 室

大 集 会 室

階 広さ 利用定員

使　用　料

【申請方法】
※　申請は，来館　か，　ＦＡＸ　・ e-mail  のいずれかの方法でお願いします。
※　FAX・e-mailの場合，必ず事前に電話で空き状況を確認してください。
※　ただし，来館していただいた方を優先します。

【支払い】
※　使用料は利用日（利用開始前）にお支払いください。
※　複数回のまとめ払いはお断りします。
※　つり銭の用意は禁止されています。つり銭の要らないようにご用意ください。
※　納入済の使用料は返金できません。
※　予約日前５日を超えてキャンセルした場合，使用料全額をいただきます。

【使用申請書の提出期間】
※　非営利団体は，使用月の前々月の１日から使用日の５日前までの間
※　営利団体は，使用月の前月の１日から使用日の５日前までの間
※　申請書はセンターにあります。豊橋市HPよりダウンロードもできます。

設　　備　　概　　要
（　備　品　等　）

－１５ー

ロ ビ ー 図書　新聞　雑誌　ヘルストロン　学習コーナー　子どもコーナー（未就学児と親）

１．営利目的でも利用できるようになりました。（令和６年４月～）
２．使用後は，備品の片づけ，清掃をし，ゴミはお持ち帰りください。
３．原則，飲食はできません。火気（カセットコンロなど）の使用は固くお断りします。
４．全館禁煙です。（敷地内全て）

車イス
優先トイレ

が有ります

※エレベータ無

おむつ替え台有
はだしで遊べる

こどもコーナー

があります

赤ちゃんの駅

蔵書約

3,200冊 会議室 和室
大集会室

（体育館）

その他の設備 ホワイトボード 囲碁 ５セット 将棋 ７セット

AED

24時間

対応

施設の概要と非営利団体の使用料（営利団体は非営利団体の３倍の使用

敷地内

禁煙

部屋を使いたい

各室のご利用には 手続きが必要です（月単位） 申請 → 承認 → 利用

Tōyōちゃん

子ども

コーナー

※ 必ず利用時間を守ってください（準備・片付け含む）。

2階１階１階 ロビー


